
施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

市民活動補助事

業

（市民協働推進

課）

　市民団体が自発的に行う公益性の高

いまちづくり活動に対して補助金を交

付し、それらの活動を支援する。

　例年、15件程度の採択件数のうち

４件程度地域コミュニティづくりの事

業があった。

　令和２年度はコロナ禍の影響で８件

採択のうち、「仁良川ふれあい強化事

業」「マママグマルシェ」の２件が地

域コミュニティづくりの事業となって

　団体メンバーの高齢化などにより継

続性が弱まる可能性があり、採択を受

けた事業が５年間の補助対象期間終了

後も自立して継続できるよう支援す

る。

学校運営協議会

制度の推進

（学校教育課）

　学校、保護者、地域住民がともに知

恵を出し合い、学校運営に意見を反映

させることで、協働しながら子どもた

ちの豊かな成長を支え「地域とともに

ある学校づくり」を進める。

　令和２年度はコロナ禍ではあった

が、制度導入から３年が経過し、各協

議会において地域や学校の実態に応じ

た活動が行われた。

　地域学校協働活動についても、様々

な制約の中、できる範囲で活動を実施

した。

　特に、「頑張る学校・地域！応援プ

ロジェクト」事業では、国分寺中学校

区において地域と学校が連携した様々

　学校運営協議会の存在や活動を、地

域の方々にもっと周知し、さらに多く

の方を協議会の活動に取り込むため、

運営マニュアルの修正等、情報発信方

法の改善に取り組む。

　協議会委員選出の方法を検討し、人

材の確保を図る。

　学校運営協議会に関係する方への研

修会を実施する。

　全市的な研修会を開催し、学校運営

世代間の交流活

動活性化のため

の支援

2

児童館事業

（こども福祉

課）

　地域の高齢者等と児童館利用者が、

季節の行事等をとおして地域交流・世

代間交流を図る。

　例年各館年２回程度実施していた

が、令和２年度はコロナ禍のため中

止。

　高齢者だけでなく、中学生・高校生

と利用者の交流及びファシリテーター

の育成を目指す。

　感染予防をしっかりと考え計画し少

人数で交流の場作っていく。

世代間の交流を

通じた地域の活

動の場づくりと

地域で開催され

る交流活動への

支援

3

市民活動補助事

業

（市民協働推進

課）

　市民団体が自発的に行う公益性の高

いまちづくり活動に対して補助金を交

付し、それらの活動を支援する。

　例年、15件程度の採択件数のうち

４件程度世代間交流の事業があった。

　令和２年度はコロナ禍の影響で８件

採択のうち、「仁良川ふれあい強化事

業」の１件が世代間交流の事業となっ

ている。

　団体メンバーの高齢化などにより継

続性が弱まる可能性があり、採択を受

けた事業が５年間の補助対象期間終了

後も自立して継続できるよう支援す

る。

高齢者が気軽に

集まれるふれあ

いサロンの増設

及び運営のボラ

ンティア活動の

推進

4

地域ふれあいサ

ロン事業

（高齢福祉課）

　地域住民やボランティアが主体とな

り、高齢者の憩いの場、交流の場とし

て、各地区にサロンを開設し運営す

る。気軽に集まれる場所づくりと円滑

なサロン事業運営のため、サロン運営

団体に業務を委託し、介護予防事業の

推進を図る。

　令和元年度より社会福祉協議会への

委託事業となり、サロン運営ボラン

ティアの育成等連携を図っている。

　サロンの新規開設や運営に係る相

談、助成金の交付、会場調整などの支

援を行っている。また、サロンのボラ

ンティアを養成するための講座を開

催。

平成２９年度：２６ヶ所　　平成３０

年度：４０ヶ所　　令和元年度：５

７ヶ所　令和２年度：５５ヶ所

　地域によっては通える場所にサロン

がなく、サロン運営者やボランティア

など地域で担い手となる人材の発掘や

養成が課題となっている。また、助成

金交付を継続しているが、地域住民の

自主的な活動として継続していけるよ

う支援が必要となる。

　多団体・機関と協働し、サロンの活

動内容充実及び未開設地域における新

規開設に向けて継続的な支援を行う。

新規開設については、生活実態把握調

査を実施した自治会に対しても必要に

応じた働きかけを行う。

①

ふ

れ

あ

い

交

流

の

促

進

（

計

画

書

Ｐ

４

９

）

自治基本条例に

基づく「市民が

主役のまちづく

り」の推進

1

基本目標１　『ふれあい、支え合い、助け合いの輪が広がる地域づくり』

参考資料１
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

スポーツ振興事

業

（スポーツ振興

課）

　市民のスポーツニーズに的確に対応

しながらスポーツ振興を図る。市民が

生涯をとおしてスポーツを楽しみ、取

り組むきっかけとするため、スポー

ツ・レクリエーション活動の機会を提

供しスポーツの振興を図る。また、障

がい者の社会参加を促進するため、障

がい者スポーツ交流会を開催する。

　平成３０年度より日曜日開催の事業

に参加できない方へスポーツを通した

交流の場を提供することを目的に、平

日の夜にキンボールスポーツナイトデ

イ（講習会）を開催した。

　令和元年度末１月ころより、世界的

流行が発生した新型コロナウィルス感

染症の影響から、令和元年度末から令

和２年度にかけて市が主催するキン

ボールスポーツ大会などの開催を中止

した。

　参加人数の確保ができていないもの

もあり、交流の場としての役割を果た

すにはさらに多くの参加者を集める必

要がある。

市民体育祭開催

事業

（スポーツ振興

課）

　市民総スポーツひとり１スポーツの

基本理念のもと、地域の融和と一体化

を図り、併せて地域コミュニティの醸

成を図るため市民体育祭を開催する。

　各種大会を実施しており、市民の交

流の場となっている。

　令和２年度は新型コロナウィルス感

染症の感染拡大防止のため例年開催し

ている大会を中止した。代わりに、

10月には株式会社アールビーズが開催

した個人のスマートフォンアプリケ

　ーションソフトを活用した「ランニ

ング」と「ウォーキング」の順位を競

うイベント「オクトーバー・ラン＆

ウォーク」に参加した。

　参加者および参加自治会が減少して

いる大会がみられるため、増加を目指

す取組を行い、より多くの方々が交流

できる場とする必要がある。

　スマートフォンを活用した「オク

トーバー・ラン＆ウォーク」では、周

知方法やアプリケーションソフトのダ

ウンロード方法の複雑さなどの問題か

ら参加人数が少なかった。市が行える

範囲としては周知方法などを改善し、

より多くの方が参加できるようにする

市民活動補助事

業

（市民協働推進

課）

　市民団体が自発的に行う公益性の高

いまちづくり活動に対して補助金を交

付し、それらの活動を支援する。

　採択をうけた事業の中、軽スポーツ

を介して交流づくりをする事業は毎年

度１件ある。

平成29年度：全15件中１件

平成30年度：全15件中１件

令和元年度：全17件中１件

令和２年度：全８件中１件

　団体メンバーの高齢化などにより継

続性が弱まる可能性があるため、引き

続き地域の課題解決につながる市民活

動補助事業の募集を行い協働まちづく

りを推進する。

スポーツを通じ

た交流の推進
5
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

公民館の管理運

営

（生涯学習文化

課

（公民館））

　生涯学習の中核施設となるよう各種

講座を展開し、自主サークル活動等の

助言・支援を行い、地域住民が主体と

なって取り組む学習活動を推進する。

　平成３０年３月策定の公民館振興計

画に基づき、事業を実施している。

　令和２年度は新型コロナウイルスの

影響により、思うような活動支援に至

らなかった。

　年々、自主サークルの高齢化が進

み、団体の維持が難しくなってきてい

る。解散するサークルも目立ってきて

おり、新しいサークルの立ち上げに向

けた支援が必要となっている。

ふれあい館・ゆ

うゆう館・きら

ら館の管理運営

（社会福祉課）

　年間を通して誰もが利用できる施設

として、人と人との交流や安らぎの場

等を提供できるよう、施設の円滑な管

理運営を行う。

　３館とも施設改修工事及び指定管理

者制度の導入を実施した。ふれあい館

は温水プール、ゆうゆう館は温浴施

設、きらら館はトレーニング施設に特

化し、利用者へのサービス向上を図っ

ている。

　令和2年度は新型コロナウイルス感

染症拡大に伴う休館や施設の一部利用

制限措置を余儀なくされており、利用

　各施設とも利用者が安心して利用で

きるよう、指定管理者と連携し適正な

維持管理とサービス向上を図ってい

く。

　また、安全な施設維持管理のため適

宜修繕を行う。

国分寺西小学校

利活用事業

（総合政策課）

　学校適正配置基本計画に基づき閉校

となった国分寺西小学校の利活用をす

るため、基本計画を策定し、地域の交

流拠点となるコミュニティ施設や障害

者支援施設として整備する。

　改修工事が完了し、施設整備が完了

した。

H30：国分寺西小学校利活用基本計画

策定

R1：開発許可のための測量、土地利

用計画策定、建物改修設計

R2：開発許可関連工事完了、建物改

修工事完了

整備済み

公共施設予約シ

ステム

（生涯学習文化

課

（公民館））

　現利用者及び新規利用者に対し、予

約システムの利用を促進し、多くの

サークル、団体が利用するようになっ

てきた。

（公民館施設の予約状況）

平成３０年度：予約総数7,303件のう

ちインターネット予約数は2,157件

令和元年度：予約総数6,310件のうち

インターネット予約数は1,816件

　高齢者等、インターネットを使用し

ていない方への対応が必要である。

　また、令和３年度から「下野市公民

館振興計画（第二次）」となり、目標

を設け、計画達成のため、施策・事業

を実施して行く

公共施設予約シ

ステム（かんた

んログイン申

請）の利用

（スポーツ振興

課）

　現システムにおいて、仮予約ではあ

るが、インターネットからの予約が可

能となり、利用者の予約しやすい環境

が整っている。近年では、個人の方が

多く利用するようになってきたが、現

状で1割程度

（体育施設の予約状況）

平成２９年度：予約総数33,223件のう

ちインターネット予約数は   3,004件

平成３０年度：予約総数66,815件のう

ちインターネット予約数は   6,356件

　予約システム利用方法の周知及び使

いやすいシステム作り。

現システムを活用し、引き続き、利用

者の利便性を維持する。

1

2

施設利用手続き

の平易化・簡素

化による利用の

促進

　市ホームページ掲載の公共施設予約

システムの利用促進

②
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地域の実情や状

況に応じた公共

施設の開放と有

効活用の推進
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

地域活動支援セ

ンター事業

（社会福祉課）

　地域活動支援センターの機能を充実

強化し、障がい者等の地域生活支援の

促進を図る。

　「地域活動支援センターゆうがお」

において、主に精神障がい者を対象

に、創作的活動や生産活動等を行う場

を提供するとともに、地域イベントへ

積極的に参加するなど、障がい者の自

立支援や社会参加を促している。

（実利用者数）

　平成２９年度：２６名　　平成３０

年度：２８名　　令和元年度：２４名

　利用者が少なく、事業内容が小さく

なりがちであることから、利用者を増

やす必要がある。

　今後も、地域活動支援センター事業

の充実を図り、障がい者等の地域支援

を促進していく。また、利用者を増や

すため、センターの周知を図る。

障がい児者相談

支援センター運

営

（社会福祉課）

　障がいのある人はもちろん、そのご

家族、または障がいがある人の生活を

支援している方々にとっての地域の相

談窓口となる。また、障がいのある人

が地域で安心して、その人らしい生活

ができるよう、各関係機関と連携を図

り支援する。

　相談支援体制の強化を図るため、令

和元年度から基幹相談支援センターと

して「下野市障がい児者相談支援セン

ター」を設置し、人員を６名体制に強

化して相談支援を実施している

（相談・支援件数）

　平成２９年度：2,199件　平成３０

年度：1,761件　令和元年度：3,696件

　相談件数は増えており、様々な地域

課題が存在するなか、事業所不足は大

きな課題となる。

　様々な地域課題の中で優先順位を整

理し、関係機関と連携しながら一つず

つ課題解決に向けて取り組む。

コミュニティセ

ンターの指定管

理

（市民協働推進

課）

　コミュニティ活動の拠点施設である

コミュニティセンターについて、地域

のコミュニティ推進協議会を指定管理

者として指定することにより、自治会

の枠を超えた地域の交流と、より広域

的な組織づくりを推進する。

　平成２９年度から継続してコミュニ

ティ推進協議会を指定管理者に指定し

ている。

　コミュニティセンター指定管理が１

０施設。令和３年度から１施設が新た

に指定管理となる。

　老朽化した施設については、地元の

意見を聴きながら適宜修繕する必要が

ある。

　現在、市直営で管理運営しているコ

ミュニティセンター5施設の管理につ

いて検討が必要である。コミュニティ

センターを安定して運営できるよう、

コミュニティ振

興

（市民協働推進

課）

　コミュニティ推進協議会について、

公益性・公平性に配慮し、その自主

性・自立性を損なうことがないよう支

援することにより、各地区のコミュニ

ティ活動の振興を図る。

　平成２９年度から継続してコミュニ

ティ推進協議会運営費の一部を補助し

た。

　コミュニティ推進協議会１１組織。

令和元年度まではイベント補助は２

件、令和２年度については新型コロナ

　コミュニティ推進協議会の役員の担

い手が不足している。

　自主性・自立性を損なうことがない

よう配慮しつつ、コミュニティ推進協

議会への支援に取り組む。

生涯学習情報セ

ンター管理運営

（生涯学習文化

課

（生涯学習情報

センター））

　生涯学習ボランティアや市民活動団

体に対し、活動場所を提供し、情報提

供や助言・活動支援をすることで、地

域住民の自主的な社会参画を促進す

る。

　活動場所の提供、情報提供や助言・

活動支援を行っている。またボラン

ティア養成講座等を開催し、団体への

新規加入者の支援を行った。

（生涯学習情報センター利用登録団

体）

平成３０年度：７２件　　令和元年

度：６４件　令和２年度：６３件

（生涯学習ボランティアバンク登録

者・団体）

平成３０年度：７０件　団体１８件

　利用登録団体等の減少、団体会員の

高齢化もあり、新規会員の加入が課題

となっている。

　今後も利用団体やボランティアバン

ク登録者と協働事業の開催を積極的に

進め会員を増やす。

コミュニティ活

動の拠点となる

コミュニティセ

ンターの運営支

援を通じたコ

ミュニティ活動

の振興

4

3

相談支援セン

ターや地域活動

支援センターな

どの障がい者施

設の整備と支援

体制の強化
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

市民活動補助事

業

（市民協働推進

課）

　市民団体が自発的に行う公益性の高

いまちづくり活動に対して補助金を交

付し、それらの活動を支援する。

　採択をうけた事業の中で毎年度地域

コミュニティづくりにつながる事業が

数件あった。

平成２９年度：全１５件中５件　平成

３０年度：全１５件中４件　令和元年

度：全１７件中４件　令和２年度：全

８件中２件

　団体メンバーの高齢化などにより継

続性が弱まる可能性がある。

　採択を受けた事業が５年間の補助対

象期間終了後も自立して継続できるよ

う支援していく。

　引き続き地域の課題解決につながる

市民活動補助事業の募集を行い協働の

まちづくりを推進する。

ふれあい学習推

進事業

（生涯学習文化

課）

　地域と学校が協働し地域全体で子ど

もたちの成長を支えるため、「ふれあ

い学習推進委員会」を設置し、地域と

学校の意見交換・連携の場とする。

　外部講師を招き、各学校の地域連携

教員及び学校運営協議会委員を対象に

研修会を実施している。また、各学校

の「ふれあい学習」に関する取り組み

について情報交換や意見交換を行い、

情報共有の場としている。

　「地域とともにある学校づくり」に

向けて、地域と学校を円滑にコーディ

ネートできる人材の発掘や育成が必要

である。

　学校支援ボランティアの周知に努め

るとともに、地域学校協働活動推進員

の活動を積極的に促していく。

　有意義な情報共有・研修の場となる

よう、ふれあい学習推進委員会の内容

自治会との連携

強化や自治会の

意義のＰＲ

2

自治会振興

（市民協働推進

課）

　市民と行政の連携により、行政情報

の効果的な周知、自治基本条例に基づ

く協働によるまちづくりを推進するた

め、自治会長の職務に鑑み、自治会長

を非常勤特別職として委嘱する。自治

会長ハンドブック作成及び自治会長へ

　令和２年度から地域の代表者として

の自治会長に市の事務の一部を委嘱と

ともに、自治会長ガイドブックを配付

するなど自治会長と連携し自治会活動

を推進した。

　自治会長への負担が大きくなりつつ

あるため、各班長の協力体制が必要と

なる。自治会長をはじめ各班長の自治

会活動への理解を高めていく。

地域情報化の推

進

（総合政策課）

　地域情報化計画に基づき、情報化推

進基盤を整備するとともに、情報化に

よる市民サービスの向上や安全・安心

なまちづくり、行政事務の高度化・効

率化及び地域の一体感の醸成と活力あ

るまちづくりに取り組む。

　下野インフォメーション等を広報紙

や市の広告入封筒にて周知を行った。

　平成２９年度に市HPシステムを更

改し、国の定めるWebアクセシビリ

ティ基準に準拠させ、スマートフォン

も対応可能とした。平成３０年度に市

HP緊急情報Twitter投稿機能、平成３

１年度に多言語ユニバーサル情報配信

ツールを導入し活用している。

　障がいの特性や言語の違いなど、

様々な理由により情報を入手しにくい

と感じている方もいるため、さらなる

周知方法について考える必要がある。

　情報を入手するために利用いただけ

るツールについて、より広く周知を

図っていく。

市民活動支援サ

イト「Youがお

ネット」

（生涯学習文化

課

（生涯学習情報

センター））

　情報発信会員がさまざまな情報を発

信することで、市民間のふれあいや協

働のきっかけづくり、市民活動の活性

化を支援する。

　市民活動支援サイトを活用し、団体

活動状況の情報提供を図った。

（市民活動支援サイト「Youがおネッ

ト」会員数）

　平成３０年度：６８件　　令和元年

度：６７件　　令和２年度：６８件

　数多く発信する団体と活用の少ない

団体との活用状況に差がある。

　このサイトを活用し、さまざまな情

報発信をすることで市民間のふれあい

や協働のきっかけづくり、コミュニ

ティ活動の活性化を支援するよう、今

後も新規会員の登録を図るとともに更転入者に対する

市の窓口やホー

ムページを活用

した自治会等の

地域活動を行う

組織の紹介や情

報提供

4

自治会に関する

情報の提供

（市民協働推進

課）

　自治会の活動内容をホームページに

掲載している。転入者には市民課窓口

で自治会加入案内を配付し、自治会に

関する情報を提供する。

　継続して、自治会の活動内容をホー

ムページに掲載し、転入者には市民課

窓口で自治会加入案内を配付した。

　自治会加入率が年々低下しているこ

とから、加入促進に向けた対策が必要

である。特に、転入者の自治会加入を

促す対策を行う。

　引き続き、各種媒体により自治会に

ついての情報を提供する。

1

3

③

地

域

を

支

え

、

育

む

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

づ

く

り

（

計

画

書

Ｐ

５

３

）

自治基本条例に

定める「協働に

よるまちづく

り」の推進

地域情報のきめ

細やかな提供

5



施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

コミュニティセ

ンターの指定管

理

（市民協働推進

課）

　コミュニティ活動の拠点施設である

コミュニティセンターについて、地域

のコミュニティ推進協議会を指定管理

者として指定することにより、自治会

の枠を超えた地域の交流と、より広域

的な組織づくりを推進する。

　平成２９年度から継続してコミュニ

ティ推進協議会を指定管理者に指定し

ている。

　コミュニティセンター指定管理が１

０施設。令和３年度から１施設が新た

に指定管理となる。

　老朽化した施設については、地元の

意見を聴きながら適宜修繕する必要が

ある。

　現在、市直営で管理運営しているコ

ミュニティセンター5施設の管理につ

いて検討が必要である。コミュニティ

センターを安定して運営できるよう、

コミュニティ振

興

（市民協働推進

課）

　コミュニティ推進協議会について、

公益性・公平性に配慮し、その自主

性・自立性を損なうことがないよう支

援することにより、各地区のコミュニ

ティ活動の振興を図る。

　平成２９年度から継続してコミュニ

ティ推進協議会運営費の一部を補助し

た。

　コミュニティ推進協議会１１組織。

令和元年度まではイベント補助は２

件、令和２年度については新型コロナ

　コミュニティ推進協議会の役員の担

い手が不足している。

　自主性・自立性を損なうことがない

よう配慮しつつ、コミュニティ推進協

議会への支援に取り組む。

地区社協を主軸

とする社会福祉

協議会活動の後

方支援

6

社会福祉協議会

育成事業

（社会福祉課）

　地域福祉の推進の中核的な役割を果

たす社会福祉協議会の経営基盤の安定

と強化を図ることで、社会福祉事業の

能率的運営と、地域社会福祉の推進を

図る。

　社会福祉協議会活動の説明の場を提

供するため、コミュニティ担当課との

連絡・調整を図り、活動推進のための

連携・協力体制づくりを支援してい

る。

　市民協働推進課と連携し、コミュニ

ティ推進協議会設置に併せて、地区社

　地域住民一人ひとりが地域福祉を推

進するために、社会福祉協議会の地域

に根差した活動を通じ意識の向上を図

るよう取り組まなければならない。

　関係団体等と連携し、社会福祉協議

会の活動をさらに支援していく。

5

③

地

域

を

支

え

、

育

む

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

づ

く

り

（

計

画

書

Ｐ

５

３

）

コミュニティ活

動の拠点となる

コミュニティセ

ンターの運営支

援を通じたコ

ミュニティ活動

の振興

6



施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

「新しい介護予

防・日常生活支

援総合事業」の

推進

1

新しい介護予

防・日常生活支

援総合事業

（高齢福祉課）

　健康寿命を延伸し、介護状態となら

ないために実施する。対象者の心身の

状態に合わせて参加できる事業体系と

して整備し、介護予防の充実を図る。

　地域リハビリテーション活動支援事

業として、地域ふれあいサロン等にて

各専門職（リハビリ専門職、薬剤師、

歯科衛生士、管理栄養士）による講話

や、健康運動指導士の運動教室を実施

している。

　交通の問題で地域ふれあいサロンに

参加できない方を対象にふれあいサロ

ンを開催している。

　専門職の講話は、地域ふれあいサロ

ン（55か所）を対象に実施してきた

が、より多くの市民に啓発できる機会

を作っていく必要があり、老人クラブ

（25か所）も対象に追加して開催す

る。

　ふれあいサロンの内容が、座って行

う趣味に関するものが多く、より介護

予防につながるような内容の検討が必

要である。

　専門職の通いの場への関わりの強化

が必要（リハビリ職、管理栄養士、歯

科衛生士等）

医療介護連携推

進事業

（高齢福祉課）

　在宅医療・介護連携推進協議会は、

認知症の対応力強化のため認知症対策

推進委員会と同時開催し、協議を基に

事業展開している。（年1回開催）

　関係者間のさらなる連携強化と、在

宅医療に関する市民の理解を深める必

要がある。

　研修会の開催方法や内容について、

在宅医療・介護連携推進協議会で諮っ

て検討する。

認知症施策推進

事業

（高齢福祉課）

　認知症対策推進員会での協議を基

に、事業展開している。（年1回開

催）

　令和２年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため開催回数や内容に

変更が生じた。

　関係機関の連携強化と、本人・家族

支援の充実、市民啓発のさらなる推進

が求められる。

　認知症サポーターやチームオレンジ

しもつけの周知及び活動の拡充や、関

係機関との連携体制の強化及び活動内

容の共有を図る。

地域ケア会議事

業

（高齢福祉課）

「地域ケア個別会議」（随時開催）、

「地域ケア推進会議」（年１回開

催）、「自立支援型ケア会議」を開催

（令和元年度から月１回開催）

　令和２年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため活動制限された中

での実施となった。

　ケア会議から抽出される地域課題

を、社会資源開発・政策形成にいかに

してつなげるかの協議が必要。

　地域と関係機関の連携を強化し、地

域ケア会議（個別、推進、自立支援

型）から見えてきた地域課題や不足す

る社会資源に対する対策を生活支援体

制整備事業と協働して取り組んでい

2

　団塊の世代が７５歳以上となる２０

２５年を目途に、重度な介護状態と

なっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援が包括的に確保される体

制（地域包括ケアシステム）の構築を

推進する。

④

支

え

合

い

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

５

４

）

地域包括ケアシ

ステムの構築

7



施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

生活支援コー

ディネーターの

活動支援と生活

支援体制整備事

業の充実

3

生活支援体制整

備事業

（高齢福祉課）

　団塊の世代が７５歳以上となる２０

２５年を目途に、重度な介護状態と

なっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援が包括的に確保される体

制（地域包括ケアシステム）の構築を

推進する。

　令和元年度より社会福祉協議会への

委託。

　第１層協議体は新たに委員選出を行

い、他事業との関わりを深めることや

活発な意見交換が行われるよう努め

た。

　第2層協議体については、生活支援

コーディネーターと地域包括支援セン

ターの担当者で議題や進め方を検討し

ながら協議内容の充実を図った。

平成２９年度：第１層協議体（年２回）

｜第２層協議体（９月から生活圏域ごと

月１回）｜実態把握調査（４地区）

平成３０年度：第１層協議体（年２回）

｜第２層協議体（生活圏域ごと月１回）

｜実態把握調査（５地区）

令和元年度：第１層協議体（年２回）｜

第２層協議体（生活圏域ごと月１回）｜

実態把握調査（６地区）

令和２年度：1層協議体（1回）｜第2層協

議体は月1回開催（4～7月、1～3月の開催

は中止）｜実態把握調査（３地区）

　地域課題の解決に向け、住民参加型

有料サービスの拡充や、通いの場の無

い地域への働きかけ、事業所などとの

協力体制構築の必要性が高まってい

る。

　生活支援コーディネーターが地域課

題把握に取り組んでいるところである

が、地域住民や関係者との関係性づく

りも進めていく必要がある。

　地域包括支援センターとの連携を強

化し、個別ケースから見えてくる地域

課題の把握と解決に必要な社会資源の

開発を検討する。

　引き続き第１層協議体の委員である

関係機関と協力、協議を通じて地域資

源開発等に取り組んでいく。

安否確認システ

ム貸与

（高齢福祉課）

　緊急時に対応できる安否確認機能の

付いた緊急通報システムを貸与し、安

心した生活の確保及び精神的な不安の

解消を図ります。

　件数が増加傾向である。

（利用者延べ人数）

　平成２９年度：９６名　　平成３０

年度：１０８名　令和元年度：１１７

名　令和２年度：１２７名

　対象となるひとり暮らし高齢者が増

加している。

　設置に当たり固定電話が必要となる

ため、利用条件に制約があり、現行シ

ステムの代替となるもの、あるいは、

現行システムを補完する仕組みについ

て調査検討する。

　引き続き、事業を紹介するチラシ等

を活用し、包括支援センターやケアマ

ネジャー、民生委員等に周知を図って

いく。

声かけふれあい

収集事業

（高齢福祉課）

　ごみ出しが困難な高齢者等のごみ出

しを見守りを兼ねて実施し、回収時に

は声掛けを行うことにより異変に対し

ての連絡体制を構築し見守りを行う。

　件数が増加傾向である。利用を仲介

するケアマネに事業が定着している。

平成２９年度：６名　　平成３０年

度：７名　　令和元年度：１３名　令

和２年度：　３０名

　本当に必要な方への周知を進める一

方で、地域で高齢者を見守り、支えて

いく体制づくりを進める必要がある。

　また、要件に当てはまらないが必要

としている方への支援や、ゴミの分別

や回収時間の調整など、ホームヘル

パーの協力が必要な利用者が多いこと

も課題。

　利用者のさらなる増に向け訪問介護

4

ひとり暮らし高

齢者への「安否

確認システム」

の貸与や、ごみ

出しが困難な高

齢者等の見守り

を兼ねたごみ出

しの実施

④

支

え

合

い

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

５

４

）
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

地域社会全体で

高齢者を見守る

ためのネット

ワークづくりと

拡大

5

見守りネット

ワーク事業

（高齢福祉課）

　地域で活動する団体や企業、高齢者

と接する機会を有するすべての関係者

が連携して、地域社会全体で高齢者を

見守るためのネットワークづくりに取

り組み、拡大を図っていく。

　協定締結件数が増加している。毎年

度、事業推進研修会を１回開催してい

る。

平成２９年度：１事業所(１店舗)

平成３０年度：２事業所(２店舗)

令和元年度：４事業所(１４店舗)

令和２年度：2事業所

　市が業務委託している事業所からの

情報提供に比較して、それ以外の事業

所からのものが少ない。異変に気付い

ても情報提供前に解決しているものに

ついて、市への報告を求めることと

し、報告手順、様式を整備する。

　また、もっと身近な自治会との連携

があまりできていないので、地域全体

で見守りをする基盤づくりが必要であ

る。

災害時等要援護

者支援事業

（高齢福祉課）

　民生委員協議会において避難行動要

支援者名簿について定期的に周知し平

常時の見守りを促している。また名簿

登録者の個別支援計画の内容変更につ

いては、連絡票で随時受付し、情報更

新に努めている。

　また、令和元年度から名簿管理シス

テムを導入し、住基システムとの連動

により名簿登録者の基本情報が自動更

新できるようになった。

平成29年度：4,533名

平成30年度：4,383名

令和元年度：4,385名

令和２年度：　4,385名

　実際の対象者からみると、名簿登録

の同意が取れているのは約半数の方に

とどまっているため、今後も継続して

登録の勧奨をしていく。

　法改正による個別避難計画(仮称)の

作成。任意作成のものの改善を図る必

要がある（マイナンバーに紐づく情報

の活用等）。

災害時等要援護

者支援事業

（社会福祉課）

　対象者の同意による登録制の名簿

（避難行動要支援者名簿）を作成し、

管理した。また、令和元年度からは住

基と連動した名簿の一括管理システム

を導入し、運用を開始した。

　民生委員児童委員と連携し、随時名

簿登録者の実態を調査し、適正な把握

をしている。

　住基と連動したことにより、死亡者

や転出者等の情報が更新されるが、住

基上と実態が異なる場合がある。ま

た、新任の民生委員児童委員の中に

は、避難行動要支援者名簿の内容に変

更があった場合、連絡票を提出するこ

とを分かっていなかった方がいた。

　より正確な情報を共有し、災害時の

安否確認がスムーズにできるよう連携

を図っていく。

自治会や民生委

員・児童委員、

関係機関等と連

携した支援を必

要とする人の把

握

　下野市において加齢や障がい等によ

り身体的・肉体的ハンディキャップを

持ち、迅速な判断や行動が懸念され支

援が必要とする者に対する災害時にお

ける支援体制を整備することにより、

要支援者の生命や身体を保護すること

を目的とする。

　災害時等の緊急時における支援活動

及び要支援者の安否確認がスムーズに

行えるよう、対象者の同意による登録

制の名簿（避難行動要支援者名簿）を

作成し、管理する。

　【対象者】

　　・６５歳以上一人暮らし高齢者

　　・６５歳以上高齢者のみ世帯

　　・身体障害者手帳所持者（１、２

級）

　　・療育手帳所持者（Ａ，Ａ１、Ａ

２）

　　・精神障害者保健福祉手帳（１

級）

　　・難病患者等福祉手当受給者

6

④

支

え

合

い

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

５

４

）
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

介護保険事業の

円滑な推進
1

介護負担額軽減

事業

（高齢福祉課）

　社会福祉法人が利用者の負担の減免

をした場合に、その減免分を助成す

る。低所得高齢者に対して、介護保険

の利用者負担について軽減措置を講じ

ることにより、介護サービスの利用促

　包括支援センターや社会福祉法人へ

の啓発を行った。

平成２９年度：０件　　平成３０年

度：１件　　令和元年度：１件　令和

２年度：１件

　サービスを提供する事業者に制度に

対する理解が必要なため、今後も継続

して、事業所及び利用者へ周知を行

う。

医療介護連携推

進事業

（高齢福祉課）

　在宅医療・介護連携推進協議会は、

認知症の対応力強化のため認知症対策

推進委員会と同時開催し、協議を基に

事業展開している。（年1回開催）

　関係者間のさらなる連携強化と、在

宅医療に関する市民の理解を深める必

要がある。

　研修会の開催方法や内容について、

在宅医療・介護連携推進協議会で諮っ

て検討する。

認知症施策推進

事業

（高齢福祉課）

　認知症対策推進員会での協議を基

に、事業展開している。（年1回開

催）

　令和２年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため開催回数や内容に

変更が生じた。

　関係機関の連携強化と、本人・家族

支援の充実、市民啓発のさらなる推進

が求められる。

　認知症サポーターやチームオレンジ

しもつけの周知及び活動の拡充や、関

係機関との連携体制の強化及び活動内

容の共有を図る。

地域ケア会議事

業

（高齢福祉課）

　「地域ケア個別会議」（随時開

催）、「地域ケア推進会議」（年１回

開催）、「自立支援型ケア会議」を開

催（令和元年度から月１回開催）

　令和２年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため活動制限された中

での実施となった。

　ケア会議から抽出される地域課題

を、社会資源開発・政策形成にいかに

してつなげるかの協議が必要。

　地域と関係機関の連携を強化し、地

域ケア会議（個別、推進、自立支援

型）から見えてきた地域課題や不足す

る社会資源に対する対策を生活支援体

制整備事業と協働して取り組んでい

地域社会全体で

高齢者を見守る

ためのネット

ワークづくりと

拡充

3

見守りネット

ワーク事業

（高齢福祉課）

　地域で活動する団体や企業、高齢者

と接する機会を有するすべての関係者

が連携して、地域社会全体で高齢者を

見守るためのネットワークづくりに取

り組み、拡大を図っていく。

　協定締結件数が増加している。毎年

度、事業推進研修会を１回開催してい

る。

平成２９年度：１事業所(１店舗)

平成３０年度：２事業所(２店舗)

令和元年度：４事業所(１４店舗)

令和２年度：2事業所

　市が業務委託している事業所からの

情報提供に比較して、それ以外の事業

所からのものが少ない。異変に気付い

ても情報提供前に解決しているものに

ついて、市への報告を求めることと

し、報告手順、様式を整備する。

　また、もっと身近な自治会との連携

があまりできていないので、地域全体

で見守りをする基盤づくりが必要であ

る。

障がい者の地域

での自立生活の

推進を図るため

の生活サポート

事業の実施

4

生活サポート事

業

（社会福祉課）

　急な転入等により介護給付支給が未

決定の間、障がい者が安心した在宅生

活を送るために必要な生活支援、家事

支援等のサービスを提供する。

　平成２５年度以降、利用実績はな

い。

　利用実績はないが、緊急性を要する

場合も考慮し、提供体制を整えておく

必要がある。

①

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

５

７

）

地域包括ケアシ

ステムの構築

　団塊の世代が７５歳以上となる２０

２５年を目途に、重度な介護状態と

なっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援が包括的に確保される体

制（地域包括ケアシステム）の構築を

推進する。

2

基本目標２　『安全・安心な暮らしやすいまちづくり』
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

子ども、妊産

婦、重度心身障

がい者、ひとり

親家庭等への医

療費の助成

5
医療費助成事業

（社会福祉課）

　０歳～年度末までに満１８歳を迎え

るお子さまを対象にこども医療費の一

部を助成、妊産婦に対し医療費の一部

を助成、重度心身障がい者に対し医療

費の一部を助成、ひとり親家庭の親と

子に対して医療費の一部助成を行う。

こども医療費の一部助成対象者が令和

元年度４月受診分より、０歳～年度末

までに満１８歳を迎えるお子さままで

となった。

（助成件数）

・こども医療費：平成２９年度：

128,590件　平成３０年度：126,606

件　令和元年度：111,541件

・妊産婦医療費：平成２９年度：

3,054件　　　平成３０年度：3,287件

令和元年度：2,528件

・重度心身障害者医療費：平成２９年

度：17,016件　　平成３０年度：

17,759件　　令和元年度：13,519件

・ひとり親家庭医療費：平成２９年

度：４，３１３件　　　平成３０年

度：4,221件　　　令和元年度：3,347

件

　こどもを除く医療費助成が、償還払

いを採っている。

　財政状況等を勘案し、可能であれば

できるだけ現物給付の対象を拡大して

いく。

安心した子育て

のための地域子

ども・子育て支

援事業の推進

6

ファミリー・サ

ポート・セン

ター事業

（こども福祉

課）

　地域の子育て機能を引き出し、保育

園や学童保育では支援できない部分を

当センターで支援することにより就労

しやすい環境を作り、仕事と育児の両

立を支援する。

　アドバイザーを配置し、相互援助活

動の調整や相談を行っている。

（活動件数）

平成２９年度：2,485件

平成３０年度：2,810件

令和元年度：2,470件（令和元年１２

月末日現在）

令和２年度：2,760件

　活動件数や依頼会員数が急増してい

るが、提供会員数が伸び悩んでおり、

少ない人数で依頼をこなしている状況

である。

　更なる提供会員の募集に努めてい

く。

生活困窮者への

情報提供と助言

を通じた自立支

援

7

生活困窮者自立

相談支援事業

（社会福祉課）

　制度の狭間に置かれていた生活保護

受給者以外の生活困窮者に対する支援

を強化するもので、生活困窮者が抱え

る多様で複合的な問題について、生活

困窮者からの相談に応じ必要な情報提

供及び助言を行うとともに、様々な支

援を一体かつ計画的に行うことにより

生活困窮者の自立を図る。

　状況に応じた包括的かつ継続的な相

談支援を行っている。

平成２９年度：1,071件

平成３０年度：1,145件

令和元年度：1,054件

令和２年度：2,029件

　様々な課題を抱える生活困窮者に対

し、必要な情報の提供や専門的な助

言、指導等を適切に行うことにより、

早期の生活再建に向けた支援を行う必

要がある。

　８０５０問題、ひきこもり、ＤＶ問

題、自死企画等の問題に対する対応方

法については、対応策や支援方法が見

充実した医療環

境を活かした市

民一人ひとりが

健康に暮らせる

まちづくりの推

進

1

地域医療の体制

強化

（健康増進課）

　市民が安心して適切な医療が受けら

れるよう整備を図る。特に医療資源を

有効に活用するため、救急医療制度を

市民へ周知するとともに、身近な医療

機関に「かかりつけ医」をつくる働き

かけを行う。

　令和2年度に、小山地区定住自立圏

構想の基本方針が見直され、今後は地

区全体の一次救急の在り方を検討して

いくこととなった。

　「かかりつけ医」の周知啓発につい

ては、市内保育園や小中学校へリーフ

レットを配付、また広報で周知した。

（リーフレット配付数）

令和２年度　小中学校　約5,000部

　基本方針である一次救急の在り方の

検討については、医師会や関係機関と

十分に協議を行い進めていく必要があ

る。

①

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

５

７

）

②

健

康

づ

く

り

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

６

０

）
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

健康増進事業

（健康増進課）

　市民一人一人が「自分の健康は自分

でつくる」という意識を高め、健康づ

くりを実践できる地域づくりを行う必

要があり、地域の健康づくりのリー

ダーとなる健康推進員を養成する。市

民の健康づくりへの動機づけ及び運動

習慣の定着を促進するため健康マイ

レージ事業を推進する。

　平成２８年度から令和元年度まで健

康づくり推進員養成講座を実施し、各

種イベントへの参加や健康ウォークを

企画し実施した。健康マイレージ事業

は、参加事業や記念品の見直しを行っ

た。

　令和２年度については新型コロナウ

イルスの感染拡大防止により事業等の

中止や縮小があった。

・健康推進員及び食生活改善推進員

R２年度：８５名

　平成２８年度から平成３０年度の３

年間で小学校区８人程度の健康推進員

を養成することはできなかった。

　健康推進員の活動を充実させるた

め、他市町の先進的な活動状況等を共

有できる機会を設ける。

　引き続きマイレージの普及啓発に取

り組む。

健康づくり、健

康診査、がん検

診の推進

（健康増進課）

　市民の健康づくりを推進するため、

各種健康教室、健康相談を開催する。

　各種検診においては、病気の早期発

見・治療のため、受診しやすい環境づ

くりに努めます。

　フッ素塗布事業にあわせヤング健

診・子宮頸がん検診を行った。また、

各種検診のネット申し込みや託児も行

い受診率の向上に努めた。９か月児健

診の際に保護者の血圧測定及び講話を

実施し、若年世代に対する啓発に努め

た。各種健康教室は継続して実施し

た。

平成３０年度　集団検診：全３９回

託児回数：１６回（延べ７７名）

令和元年度　集団検診：３９回、託児

回数:１６回（延べ８５名）

令和２年度　集団検診：２８回、託児

回数:１１回（延べ３９名）

　各種健診の受診率は、毎年増加傾向

となっているが、各種健康教室の参加

者が減少傾向にある。

　集団検診における託児を継続してい

くとともに、健康教室については、実

施の見直しを図っていく。

母子保健事業・

母子支援事業の

充実

3

母子保健事業、

母子支援事業

（健康増進課）

　母子の心身の健康保持増進及び疾病

の早期発見を目的に、母子手帳の発行

を行い、妊婦の健康管理を行う。妊婦

の経済的負担軽減のため、妊婦健康診

査の助成を行う。妊婦、出産、育児に

ついての知識や技術の習得の場の提供

を行う。妊婦のフォローを行い、産後

は育児の相談や継続支援が必要になっ

た親子や、精神面で経過観察が必要な

親子に対し、安心して関わり方を学ぶ

場の提供を行う。発達確認が必要な子

　新規事業として、平成３０年度から

新生児聴覚検査の助成、令和元年度か

ら、産後２週間健康診査の助成、産後

ケア事業を開始した。

【実績】（母子健康手帳交付時面接実

施数）

平成２９年度：４６７件　　平成３０

年度：４３４件　　令和元年度：３９

５件　　令和2年度：４３２件

　ホームページ、広報における情報提

供の継続。

　新たに産後ケア事業の訪問型を実施

するため、事業のPRを図る。

　オンラインでの相談、動画での情報

提供について検討する。

適正受診のあり

方やかかりつけ

医の必要性につ

いて啓発

4
小児救急医療

（健康増進課）

　夜間の小児患者に対する電話相談

（とちぎ子ども救急電話相談♯８００

０）を周知するとともに、乳幼児健康

診査の機会などに小児救急医療の適正

な受診について啓発する。

　病気になった際の初期の医療や日頃

の健康に不安を感じた時に相談できる

身近な診療所（クリニック）を持つこ

とを推奨する。

　乳幼児健康診査時に医療機関の適正

受診とかかりつけ医の必要性について

説明し、ホームページでも啓発した。

また、出生届出時に行う面接におい

て、こども救急ガイドブックを配布

し、説明を行った。

　市内保育園、幼稚園、認定こども

園、小中学校において、救急医療のパ

ンフレットを各施設を通じて家庭に配

付した。

（令和2年度乳幼児健診時問診票か

ら）

・♯８０００番を知っている親の割

　ホームページ、広報、乳幼児健康診

査時、出生届出時面接等における啓発

活動の継続。

　市内保育園、幼稚園、認定こども

園、小中学校において、救急医療のパ

ンフレットの配布を行う。

感染症予防のた

めの、予防接種

の充実

5
予防接種事業

（健康増進課）

　予防接種法に定められた法定接種や

予防接種法に定めのない任意予防接種

を実施することで、感染の恐れがある

疾病のまん延を防止し、疾病の発病や

重症化の予防を図る。

　接種率の向上により発病時に係る医

療費の削減を図る。

　需要の高い乳幼児の任意予防接種費

の一部を助成することで、子育て世代

　市独自の助成として、平成３０年度

より、小児のインフルエンザと特別な

理由による任意予防接種、令和元年に

は、おたふくかぜ２回目の助成を開始

した。

　また、令和２年度には新型コロナウ

イルス感染症の重症化予防のため、新

たにインフルエンザワクチン接種の対

象者を中学生、妊婦と拡大した。

　適正な時期に予防接種ができるよう

継続して、ホームページ、乳幼児健康

診査等にて周知を図る。

　ワクチンの供給状況についても必要

時、情報を発信していく。

②

健

康

づ

く

り

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

６

０

）

健康増進事業の

充実
2
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

きらら館管理事

業

（社会福祉課）

　きらら館は、温浴施設の廃止に伴い

「健康メディカルトレーニング施設」

として更なる充実を図る。平成２９年

度からは指定管理者制度を導入し、経

営改善に努めサービス向上と経費の削

減を図っていく。

　令和２年度に、指定運動療法施設と

なったことを記者発表し、施設のホー

ムページに掲載するとともに市健康増

進課を通して医師会への周知を実施し

た。

・平成３１年１月２２日　健康増進施

設認定

・令和元年１０月２日　指定運動療法

　指定運動療法施設として機能させる

には、病院の医師からの紹介が必要で

ある。市民の健康づくりのための施設

であることから、健康増進課と連携

し、医師への認識を高められるよう広

く周知を図らなければならない。

健康づくりト

レーニング事業

（健康増進課）

　健康づくりに有効といわれる有酸素

運動や筋力トレーニングなどを中心と

する運動指導実践事業であり、市民の

生活習慣病等の疾病予防や健康増進及

び介護予防を目的に実施する。

　平成２９年度のトレーニング機器の

入替をもって３か年計画が完了した。

（トレーニング利用者数）

平成２９年度：46,726名

平成３０年度：48,194名

令和元年度：35,356名

Ｒ２年度：28,043名

　トレーニング利用者の数は増加して

いるが、参加者の生活習慣病の改善に

繋がっているかの評価は実施できな

かった。

　トレーニング利用者の生活習慣病の

改善効果を検証する

緊急医療体制の

充実
1

ＡＥＤ整備事業

（健康増進課）

　突然心肺停止の際には、直ちに心肺

停止蘇生と除細動電気ショックを行う

ことが極めて重要であり、公共施設に

設置しているＡＥＤ（自動体外式除細

動器）を適正に管理する。

　また、ＡＥＤは、いつでも緊急時に

使用できることが必要であるため、本

市の病院搬送前の救護体制を強化する

ためにも２４時間利用可能な市内のコ

ンビニエンスストア及び市有バス（デ

マンドバス含む）に設置する。

　市内の２４時間営業のコンビニエン

スストア（２５か所）と市有バス及び

デマンドバスにＡＥＤを設置した。

（ＡＥＤ設置台数）

平成２９年度：81台(市公共施設：81

コンビニ：　０　デマンド・市有バ

ス：０）

平成３０年度：109台（市公共施設：

82　コンビニ：22　デマンド・市有

バス：５）

令和元年度：115台（市公共施設：85

コンビニ：25　デマンド・市有バス：

５）

令和２年度：117台

（市公共施設：85台　コンビニ：25

台　デマンド：７台）

　必要に応じ、ＡＥＤの設置を行って

きた。今後は、新たに必要となった場

所へのＡＥＤの設置や耐用年数に応じ

た入れ替えを継続して実施していく。

　また、ＡＥＤが必要となった方が出

た時に、ＡＥＤを的確に使用できる市

民を増やすため、消防署等で行ってい

るＡＥＤの講習会の周知啓発に努める

必要がある。

災害時等要援護

者支援事業

（高齢福祉課）

　民生委員協議会において避難行動要

支援者名簿について定期的に周知し平

常時の見守りを促している。また名簿

登録者の個別支援計画の内容変更につ

いては、連絡票で随時受付し、情報更

新に努めている。

　また、令和元年度から名簿管理シス

テムを導入し、住基システムとの連動

により名簿登録者の基本情報が自動更

新できるようになった。

平成29年度：4,533名

平成30年度：4,383名

　実際の対象者からみると、名簿登録

の同意が取れているのは約半数の方に

とどまっているため、今後も継続して

登録の勧奨をしていく。

　法改正による個別避難計画(仮称)の

作成。任意作成のものの改善を図る必

要がある（マイナンバーに紐づく情報

の活用等）。

災害時等要援護

者支援事業

（社会福祉課）

　対象者の同意による登録制の名簿

（避難行動要支援者名簿）を作成し、

管理した。また、令和元年度からは住

基と連動した名簿の一括管理システム

を導入し、運用を開始した。

　民生委員児童委員と連携し、随時名

簿登録者の実態を調査し、適正な把握

をしている。

平成29年度：425名

平成30年度：438名

令和元年度：446名

　住基と連動したことにより、死亡者

や転出者等の情報が更新されるが、住

基上と実態が異なる場合がある。ま

た、新任の民生委員児童委員の中に

は、避難行動要支援者名簿の内容に変

更があった場合、連絡票を提出するこ

とを分かっていなかった方がいた。

　より正確な情報を共有し、災害時の

安否確認がスムーズにできるよう連携

を図っていく。

自主防災組織設

置への支援を通

じた地域の防災

力の強化

3

自主防災組織活

動補助金交付事

業

（安全安心課）

　平成２３年度に制定した下野市自主

防災組織活動補助金の交付要綱に基づ

き、自主防災組織設置促進、地域の防

災力向上のために補助金を交付する。

　組織化に至っていない地域の自治会

や自治会長を対象に防災講話を行い、

自主防災組織設立の啓発を行い、平成

27年度以降初めて令和２年度に３団

体が新設され、合計１１団体となっ

た。　また、自主防災組織と行政が合

同で避難訓練を実施した。

　自治会で組織化が検討されることが

多いが、役員割当や運営方法などが課

題になり組織化に至らないことが多

い。

　継続して組織化支援を行うととも

に、自主防災組織の理解を深めるた

め、自治会長会議等での説明等、啓発

③

防

犯

・

防

災

体

制

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

６

２

）

避難行動要支援

者名簿への登録

の推進と民生委

員・児童委員へ

の情報提供の強

化

　下野市において加齢や障がい等によ

り身体的・肉体的ハンディキャップを

持ち、迅速な判断や行動が懸念され支

援が必要とする者に対する災害時にお

ける支援体制を整備することにより、

要支援者の生命や身体を保護すること

を目的とする。

　災害時等の緊急時における支援活動

及び要支援者の安否確認がスムーズに

行えるよう、対象者の同意による登録

制の名簿（避難行動要支援者名簿）を

作成し、管理する。

　【対象者】

・６５歳以上一人暮らし高齢者

・６５歳以上高齢者のみ世帯

・身体障害者手帳所持者（１、２級）

・療育手帳所持者（Ａ，Ａ１、Ａ２）

・精神障害者保健福祉手帳（１級）

・難病患者等福祉手当受給者

2

②

健

康

づ

く

り

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

６

０

）

健康維持メディ

カルトレーニン

グ施設の充実

6
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

防災団体・関係

機関との連携の

強化

4
総合防災訓練

（安全安心課）

　大規模な地震発生時における火災を

想定し通報、避難訓練及び消火・救助

訓練等を行うことにより、石橋消防

署、消防団各部及び各参加団体との協

力体制を確立させる。また、市民の防

災に対する理解をより一層深め、防災

意識の高揚を図ることを目的とする。

　毎年１回、関係機関との連携により

実施している。

　令和２年度は　新型コロナウイルス

感染拡大を懸念し中止。

　より充実した訓練を実施するため、

関係各課や外部関係機関と検討してい

く。

　また、実施できない場合でも、平時

の連絡体制を強化する等、連携体制の

強化を図りたい。

社会を明るくす

る運動

（社会福祉課）

　７月の強化月間を中心に、街頭での

ティッシュ配付や講演会、学校訪問等

により更生保護の啓発活動を行ってい

   保護司、更生保護女性会を中心と

し、関係機関と連絡し活動を進めてい

る。

　関係機関と連携を密にし、更なる活

動に取り組んでいく。

防災ラジオの配

付

（安全安心課）

　国からの緊急情報や市からの防災情

報などを下野コミュニティＦＭ「ＦＭ

ゆうがお」から発信される緊急割込放

送によりお伝えする機能を備えたラジ

オを配付する。

　広報やコミュニティＦＭ等で防災ラ

ジオの有用性について周知・啓発を

行った。

令和元年１１月より無償貸与開始、令

和元年度１２月より有償配付開始

令和２年度、有償配付数　６６台、無

　有償配付数が伸び悩んでいる。これ

までの広報などによる啓発に加え、特

に高齢者等が参加するイベント等でチ

ラシを配布し、啓発促進する。

③

防

犯

・

防

災

体

制

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

６

２

）

防犯・防災意識

の高揚のための

啓発活動の推進

5

14



施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

交通指導員配置

事業

（安全安心課）

　交通指導員活動及び運営 　学校の要望等も確認し、適正な場所

に交通指導員を配置することができ

た。

　また、欠員に対しては速やかに補充

を行うことができた。

平成３０年度：１名　　令和元年度：

　市内の交通状況を踏まえ、交通指導

員の配置箇所を見直し、適正配置を図

る必要がある。

　交通指導員として必要な知識や経験

を得られるよう、研修会の開催や相

談・アドバイスを行う。

スクールガード

への支援

（教育総務課）

　各小学校で募集するスクールガード

ボランティアに対し、防犯ベストの配

付による支援をする。

　スクールガードボランティアの保険

に加入し、定期的にベストの配付を

行っている。

（スクールガードボランティア数）

平成２９年度：５０３名　　平成３０

年度：４６４名　　令和元年度：４４

５名　令和２年度：４５３名

（スクールガードリーダー数）

平成２９年度：３名　　平成３０年

度：３名　　令和元年度：３名　令和

　危険な犯罪が増えている現状を鑑

み、スクールガード支援の強化を行う

必要がある。

防犯灯の整備

（安全安心課）

　安心・安全なまちづくりを推進する

ために、防犯灯の設置及び維持管理に

努める。

　自治会要望を確認しながら、基準に

もとづき適正な箇所にＬＥＤ灯を設置

することができた。

【実績】（新規設置数）

平成２９年度：６８灯　　平成３０年

度：５９灯　　令和元年度：７８灯

令和２年度：７２灯

　自治会長への手続きの周知と、適正

なＬＥＤ灯の設置・撤去等の維持管理

を行う。

社会教育関係団

体の支援

（生涯学習文化

課）

　社会教育事業を計画的かつ継続的に

実施し、その効果が期待できる団体を

社会教育関係団体として、補助金交付

や自主活動の後方支援を行う。

　青少年の健全育成活動に取り組んで

いる団体に対し、各種事業の支援や補

助金の交付をしている。補助金の交付

にあたっては、社会教育委員会議の意

見を聴取し、交付決定している。

　少子高齢化や後継者不足等により、

いずれの団体も会員数・活動内容が縮

小傾向にある。

　団体が市の防犯・防災や子どもの健

全育成に寄与できるよう、必要に応じ

た支援を継続して実施していく。

自主防災組織の

設立及び活動に

対する支援

（安全安心課）

　災害発生時に住民同士が助け合う

「互助・共助」を円滑に行うため、主

に自治会を最小単位とした自主防災組

織の設置を促進し、また、自主防災組

織が行う研修や訓練などに対し支援を

行う。

　自主防災組織や自治会単位で行われ

る防災訓練に職員が参加し、災害時の

市の体制や下野市における過去の災害

の状況、市で備蓄している食料や資機

材の紹介などを行っている。

　また、新たに自主防災組織の立ち上

げを検討している自治会に対しては、

各種補助制度の案内や規約、組織体制

に関する相談など、総合的なサポート

　下野市においてはまだ自主防災組織

の設置率が低く、今後、設置率を向上

させていく事が求められる。

　自治会長に対して補助金制度につい

ての案内を継続していくほか、市総合

防災訓練などの行事に積極的にご参加

いただき、住民の防災意識の高揚を図

るほか、自主防災組織設置の必要性に

ついて広報していきたい。児童館整備事業

（こども福祉

課）

　石橋複合施設における児童館機能に

ついて、ユニバーサルデザインやバリ

アフリーを導入する。

　児童館におけるワークショップの実

施結果等をもとに提案等に反映し、令

和２年度には要求水準書を元に基本設

計を完成した。

　令和４年度の竣工に向けて引き続き

連携をしていく。

自治医大駅バリ

アフリー整備事

業

都市再整備計画

事業

（自治医大駅周

辺地区）

※次年度事業名

の再変更有

　交通バリアフリー計画に基づき、自

治医大駅の東・西口にエレベーターを

整備するとともに、周辺道路のバリア

フリー化を図る。

　令和元年度より、都市再生整備計画

事業（自治医大駅周辺地区）として事

業着手。

　令和２年度は、市道7002号線の改

良舗装工事に着手した。

　自治医大駅東口広場の歩廊シェル

ターについては、ＪＲ及び栃木県建築

課と設計協議を行い、実施設計を完了

した。

　市道7002号線、市道7036号線及び

自治医大駅東口広場の改良舗装工事の

施工については、道路利用者の安全を

確保するため、受注者と連携を図りな

がら、より一層丁寧な対応を行う。

　自治医大駅東口広場の歩廊シェル

ターについては、道路利用者の利便性

の向上を図るため、早期完成を目指

す。
市内公共交通推

進事業

運転免許証自主

返納者支援事業

（安全安心課）

　６５歳以上の高齢者を対象として、

自主的に運転免許証を返納した方にデ

マンド交通の回数券等を交付する。ま

た、返納の際に運転経歴証明書を取得

した方に、道の駅しもつけの商品券を

交付する。

　市ホームページに掲載している他、

警察署で自主返納した方に対して案内

を配布している。高齢者による交通事

故の報道もあって、申請者は増加傾向

にある。

平成２９年度：１２９件　　平成３０

年度：１１７件　　令和元年度：１５

　支援内容の選択肢に、需要のあるも

のがない、支援が１度きりで不満とい

う意見も少数あるため、今後の申請状

況を見ながら内容について検討する必

要がある。

高齢者外出支援

事業

（高齢福祉課）

　通院等で公共交通機関を利用するこ

とが困難な７５歳以上の高齢者に、外

出支援を推進し、高齢者の孤独感やひ

きこもり防止を図る。デマンドバス登

録者の７５歳以上の高齢者に、デマン

ドバス利用券を交付する。

　平成２９年度から令和元年度にかけ

て申請者件数が増加傾向だったが、令

和２年度は新型コロナ感染症の発生・

拡大により前年度比83％にとどまっ

た。

平成２９年度：７２６名　　平成３０

年度：７７８名　　令和元年度：７９

７名　令和２年度：６６１名

　デマンド交通の事業者変更により利

用方法がかわるため、継続利用者に周

知が必要。

　デマンド交通が従前より利用しやす

い形態となっているので、周知を図り

利用促進につなげる。

③

防

犯

・

防

災

体

制

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

６

２

）

1

2

④

バ

リ

ア

フ

リ

ー

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

６

４

）

栃木県「ひとに

やさしいまちづ

くり条例」に基

づいた公共施設

や公共交通機関

等のバリアフ

リー化の推進

高齢者や障がい

のある人の移動

手段の充実

地域ぐるみの学

校安全体制の推

進

地域で活動する

団体の活動内容

の把握と活動の

支援並びに関係

機関との連携の

強化

6

7
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

福祉タクシー事

業

（社会福祉課）

　電車・バス等の公共交通機関を利用

することが困難な障がい者（身体・知

的・精神）の通院、外出支援のため

に、必要な交通の便を確保するととも

に、その経費の一部を助成する。

　令和元年度から福祉タクシー券交付

場所を市役所に一本化した。　令和２

年度交付時にはアンケート調査を実施

した。　（交付枚数）

平成２９年度：18,876枚（利用率：

43.7％）

平成３０年度：20,144枚（利用率：

41.6％）

令和元年度：22,716枚（利用率：

32.1％）

令和２年度：20,368枚（利用率：

38.2％）

（事業所数）

平成２９年度：１９事業所

　アンケート調査結果を踏まえ、利用

率の向上を図る。

障がいのある人

についてのパン

フレット等の作

成・配布による

心のバリアフ

リーに関する啓

発

3

ヘルプカードや

ヘルプマークの

配付

（社会福祉課）

　外見からは支援の必要性が見えにく

い障がいや疾患を持つ方が、周囲から

支援を受けやすくするツールとして、

「ヘルプカード」と「ヘルプマーク」

を配付している。

　栃木県が作成した「ヘルプマーク」

と下野市が作成した「ヘルプカード」

を市役所窓口及び社会福祉協議会窓口

において平成２９年度から配付してい

る。

【実績】

・ヘルプカード

平成29年度：253枚　平成30年度：

138枚　令和元年度：107枚　　令和

２年度：99枚

　多くの人が「ヘルプカード」と「ヘ

ルプマーク」の存在と目的を理解しな

ければ真の効果を得ることができな

い。

　多くの市民が「ヘルプカード」及び

「ヘルプカード」を認知できるよう普

及啓発活動に取り組む。

バリアフリーに

関する学習の機

会や情報の提供

などの支援の実

施

4

障がい福祉セミ

ナーの開催

（社会福祉課）

　障がいの中でも誤解と偏見が強い

「精神障がい」について正しく理解

し、地域全体で精神障がい者を見守

り、支援に繋がる意識醸成を目的とし

たセミナーを実施する。

　下野市障がい児者相談支援センター

と地域活動支援センターゆうがおが中

心となってセミナーを企画運営してい

る。令和２年度は新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、市民向けには実

施なし。代替として市職員向けのセミ

　地域全体で精神障がい者への理解が

高まるよう普及啓発活動に取り組む。

老人クラブ補助

事業

（高齢福祉課）

　老人クラブ連合会を通して、単位老

人クラブ活動の育成を図るとともに高

齢者の活動を支援することを目的と

し、老人クラブにおける高齢者自らの

生きがいを高め、健康づくりを進める

活動や、ボランティアをはじめとした

地域活動の推進を図るため、各単位老

人クラブに補助金を交付する。

　平成２９年度から令和元年度にかけ

て老人クラブ数及び会員数が減少傾向

にあり、令和2年度はクラブ数は維持

されたが、会員数は前年度比94.7％に

減少。

平成29年度：30クラブ（1,364名）

平成30年度：27クラブ（1,276名）

令和元年度：25クラブ（1,198名）

令和２年度：25クラブ（1,135名）

　若手高齢者の加入が停滞しているこ

とによる会員の減少、及び会長の後継

者不在によるクラブの減少が課題であ

る。

　現存クラブ維持のため、勧誘活動へ

の助言や社会貢献活動のＰＲ、また、

市の補助申請手続に必要な書類作成に

おいて各会長の負担軽減を図る。

シルバー人材セ

ンター管理運営

支援

（高齢福祉課）

　高齢者が就労を通じた社会奉仕活動

を行うことで、生きがいの充実や社会

参加の機会づくり等の活動支援を図

る。

　平成２９年度以降ほぼ横ばい傾向。

（会員数）

平成２９年度：４１４名　　平成３０

年度：４０６名　　令和元年度：４１

０名　令和2年度：３８５名

　

（新規事業所数）

平成２９年度：１７件　　平成３０年

度：１１件　　令和元年度：１３件

令和２年度：２０件

　定年延長・再雇用制度等による入会

者が年々減少する中、センターが提供

する職種において長期的に安定した運

営を目指すうえで、会員の確保と育成

が課題である。

　新規会員の入会促進に向け、女性会

員の新規募集に特化した説明会や退会

抑制のための事業のほか、入会説明会

を毎月１回開催し、会報やチラシのほ

かＦＭゆうがお等を活用したＰＲに努

める。また、各種講習会等により会員

の育成を図る。

2

1

⑤

生

き

が

い

づ

く

り

の

支

援

（

計

画

書

Ｐ

６

６

）

老人クラブなど

地域で活動する

団体の育成支援

④

バ

リ

ア

フ

リ

ー

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

６

４

）

高齢者や障がい

のある人の移動

手段の充実
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

生涯にわたり学

べる機会づくり

の推進

2

生涯学習推進事

業

（生涯学習文化

課）

　毎年、生涯学習情報誌「エール」を

発刊し、公民館講座やまちづくりリク

エスト講座を周知し、市民の生涯学習

の機会を提供する。

　毎年3月に、公民館や生涯学習情報

センター等の講座情報を掲載した

「エール」を発行し、自治会を通じた

全戸配布を行い、周知に努めている。

エールについては市ホームページにも

アップしている。

　２０～４０代の現役世代の講座・講

演会への参加が少ない傾向にある。

　令和2年にアンケート調査を実施し

たところ、「エールを知らない」

「引っ越してきたので公民館が分から

ない」などの意見がみられた。

　現役世代・子育て世代が参加しやす

い講座の内容を充実するとともに、

エール等の周知に努める（市民課窓口

市民がスポーツ

に親しみ、遊

び、楽しむこと

ができる環境づ

くりの推進

3

スポーツ振興事

業

（スポーツ振興

課）

　市民のスポーツニーズに的確に対応

しながらスポーツ振興を図る。市民が

生涯をとおしてスポーツを楽しみ、取

り組むきっかけとするため、スポー

ツ・レクリエーション活動の機会を提

供しスポーツの振興を図る。また、障

がい者の社会参加を促進するため障が

い者スポーツ交流会を開催する。

　平成３０年度より日曜日開催の事業

に参加できない方へスポーツを通した

交流の場を提供することを目的に、平

日の夜にキンボールスポーツナイトデ

イ（講習会）を開催した。

　令和元年度末１月ころより、世界的

流行が発生した新型コロナウィルス感

染症の影響から、令和元年度末から令

和２年度にかけて市が主催するキン

　参加人数の確保ができていないもの

もあり、交流の場としての役割を果た

すにはさらに多くの参加者を集める必

要がある。

⑤

生

き

が

い

づ

く

り

の

支

援

（

計

画

書

Ｐ

６

６

）
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

地域における相

談窓口の周知と

相談から適切な

サービス利用に

結びつく相談体

制の充実

1

心配ごと相談事

業、無料法律相

談事業の実施

（社会福祉課）

　広く住民の日常生活におけるあらゆ

る相談に応じ、適切な助言・援助を行

う。

・心配ごと相談事業

毎月１０回（２時間/１回）

・無料法律相談事業

毎月１回（３．５時間/１回）

　両相談事業とも、社会福祉協議会に

業務委託している。無料法律相談事業

は毎月申し込みが多くキャンセル待ち

が出ていることから、実施回数を毎月

２回にし、受付件数を増やすこととし

た。

　なお、心配ごと相談事業は実績が減

少傾向であることから、実施回数を毎

月２回に減らし、社会福祉協議会の直

営事業とした。

（相談件数）

・心配ごと相談事業

平成29年度：47件　平成30年度：55

件　令和元年度：49件　令和２年

度：37件

・無料法律相談事業

平成29年度：96件　平成30年度：108

件　令和元年度：112件　令和２年

度：109件

　令和３年度からの心配ごと相談事業

の実施回数減少が市民サービスの低下

とならないよう、社会福祉協議会と連

携し相談事業に取り組くんでいく。

　心配ごと相談事業は社会福祉協議会

直営事業となったが、民生委員児童委

員が相談員となっているため、連携し

事業の支援をしていく。

民生委員・児童

委員の活動推進

と地域での情報

提供・相談体制

の強化

2

民生委員児童委

員活動事業

（社会福祉課）

　地域住民からの相談援助や福祉サー

ビスについての情報提供などを的確に

行えるよう、民生委員児童委員の研修

会や勉強会などの支援を行う。

　令和元年12月に民生委員児童委員

の改選があり、約半数が新任となっ

た。

（相談・調査実態把握件数）

平成２９年度：5,050件

平成３０年度：5,292件

令和元年度：4,304件（１２月末日ま

での件数）

　講演会にて、民生委員児童委員の活

動やあるべき姿を学ぶことができた

が、委員同士が活発に意見交換をし

て、委員の資質を向上できるように支

援していかなければならない。

生活困窮者自立

支援事業の周知

と相談支援体制

の充実

3

生活困窮者自立

支援事業

（社会福祉課）

　「制度の狭間」に置かれていた生活

保護受給者以外の生活困窮者に対する

支援を強化するもので、生活困窮者が

抱える多様で複合的な問題について、

生活困窮者からの相談に応じ必要な情

報提供及び助言を行うとともに、様々

な支援を一体かつ計画的に行うことに

より生活困窮者の自立を図る。

　生活困窮者の自立に向け、関係機関

と連携しながら、本人の状況に応じた

包括的かつ継続的な相談支援を行って

いる。

　令和2年度は新型コロナウイルスに

よる失業や収入減少により多くの相談

が発生したが、適切な情報提供や就労

支援、貸付等により生活再建の支援が

実施された。

（生活困窮者自立相談受理件数）

　住居確保給付金の相談等窓口を社協

としたことで、生活支援と住居確保の

相談が一本化された。そのため、市と

社協のより一層の連携が求められる。

高齢者の身近な

相談窓口として

地域包括支援セ

ンターの周知と

相談体制の充実

4

地域包括支援セ

ンター運営協議

会

（高齢福祉課）

　下野市の地域包括支援センター運営

に関する審議、委託先のマネジメント

や支援につながるよう提言する。ま

た、市が地域包括支援センターに提示

した業務仕様書に基づいて、事業が適

切に実施されているかどうか、不十分

な点などについては、その改善の方法

をともに探るための評価や検討を行

う。

　地域包括支援センター運営協議会で

の報告、協議を基に運営について後方

支援している。（年２回開催。令和２

年度は１回書面開催）

（総合相談件数）

平成２９年度:15,122件

平成３０年度:17,633件

令和元年度：13,015件（令和元年１２

月末時点）

　運営協議会を開催し、事業が適切に

実施されているかどうか評価し、課題

については対応策の検討を行ってい

く。

　地域サロンや老人クラブに出向いて

の活動をとおして、身近な相談窓口と

して周知する。

　広報紙やFMゆうがおなどで、引き

続き周知活動を行っていく。

市ホームページ

や広報紙を通じ

た福祉に関する

情報のわかりや

すい提供

1

広報誌、ホーム

ページを活用し

た情報提供

（社会福祉課）

　市民の地域福祉事業に対する理解・

参加を促すため、広報・啓発活動の充

実を図る。

　市の保健福祉の内容が分かるガイド

ブックを毎年更新して配布している。

　転入者へ保健福祉ガイドブックを配

布した。

　保健福祉ガイドブックだけでなく、

広報紙・ホームページも充実させる。

　今後も福祉事業を市民に分かりやす

く伝わるように周知する。

市民に見やす

い、読みやすい

紙面づくりの推

進

2

広報広聴業務事

務費

（総合政策課）

　市民に読みやすい「広報しもつけ」

づくりをしていく。

　広報記事作成上の留意点をまとめた

マニュアルを改訂し、広報委員を通し

て職員に周知を図り、読みやすい記事

の作成に努めている。

　各課で掲載している記事内に、一般

の市民に馴染みのない行政用語を用い

ているものが見受けられる。

　より市民の方が読みやすく、理解し

やすい表現となるよう、改善と工夫を

市ホームページ

や広報紙の内容

の充実

3

広報広聴業務事

務費

（総合政策課）

　市政の啓発や行政情報、地域の話題

等を広く市民に周知するため「広報し

もつけ」を発行する。

　多種多様な情報を求める市民ニーズ

に応えるため、毎月１回「広報しもつ

け」を各戸配布するとともに、ホーム

ページに電子版を掲載する。

　各種市政情報に加え、福祉に関する

イベントやお知らせについても定期的

に掲載しているが、さらに様々な制度

の紹介や情報提供を図りたい。

　担当部署と連携し、福祉に関する情

報を優先的に掲載していく。

①

相

談

体

制

の

充

実

（

計

画

書

Ｐ

６

７

）

②

広

報

・

啓

発

活

動

の

強

化

（

計

画

書

Ｐ

６

９

）

基本目標３　『地域福祉を推進するためのしくみづくり』
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

テレビや新聞、

インターネット

などの情報媒体

の積極的な活用

4

広報広聴業務事

務費

（総合政策課）

　市ホームページの管理

　マスメディアへの情報提供

　広報紙が、紙による配布からアプリ

での閲覧が可能となり、発行と同時に

見られる環境になった。また、市ホー

ムページの更新や新たに広報しもつけ

を中心に紙媒体をデジタル化し、ス

マートフォンやタブレット端末に多言

語で発信できるカタログポケットを導

入した。

　市の取組や各種イベン等の情報は、

定例記者会見のほか、随時新聞社へ情

報提供している。

　利用者が迅速に必要な情報にたどり

着けるよう、ホームページの構成を工

夫する必要がある。

　より利用しやすいＨＰとなるよう、

各課と連携し改善と工夫を図る。

人権啓発事業

（市民協働推進

課）

　市人権教育・啓発推進行動計画を基

に、様々な場を通じた人権教育・啓発

の推進。

　人権教育・啓発の重要課題の同和問

題に関する差別意識の解消に向けた啓

発の推進。

　人権擁護委員の学校訪問等を実施し

ている。街頭啓発は令和元年度から市

内イベントにあわせて実施回数を増や

したが、令和2年度は中止。

　市内イベントにおける街頭啓発時に

人権相談を行ったが、相談者がいな

かった。

　周囲に人がいる状況での相談窓口は

使用しづらいと思われる。新型コロナ

に関する人権問題も含めて、様々な手

法で効果的な人権啓発を行っていく。

市民人権講座

人権教育講演会

（生涯学習文化

課）

　法務省と全国人権擁護委員連合会が

定めた人権週間の前後に人権に関する

講座や講演会を行い、人権意識の醸成

に寄与する。

　Ｈ29～Ｒ2にかけて参加者数は概ね

増加あるいは横ばい傾向にあり、市民

の人権意識の醸成に寄与している。

市民人権講座参加者数　110名→155

名→96名→103名

人権教育講演会参加者数　120名→

230名→225名→102名（新型コロナ

ウィルスの影響により人数制限）

　講座・講演会ともに受講者の年代が

高くなっており、若年世代の参加が少

ない。

　社会課題となっている人権問題は数

多くあるため、社会情勢に沿った（求

められる）テーマを設定する必要があ

る。

　講師の選定を含め、社会情勢に沿っ

たテーマを設定し、幅広い世代に興味

人権擁護委員の

設置と支援

（市民協働推進

課）

　人権擁護委員による小・中学校での

人権教育の普及や、市開催の定期的な

相談業務を行うことにより、人権意識

の普及啓発を図る。

　定期的に相談業務を実施しているほ

か、街頭啓発や学校訪問時における講

話等で継続的に啓発活動を行ってい

る。

（人権の花運動にかかる学校訪問）

平成２９年度：６小学校　　平成３０

年度：６小学校　　令和元年度：６小

学校

（人権週間にかかる小中学校訪問）

平成２９年度：１６小中学校　平成３

０年度：１６小中学校　令和元年度：

１５小中学校

令和２年度は市内小学校１１校、中学

校４校で人権啓発実施

　訪問の時期や啓発の内容等につい

て、学校側とより緊密に調整・連携し

ながら、事業を推進していく。

1

2

②

広

報

・

啓

発

活

動

の

強

化

（

計

画

書

Ｐ

６

９

）

③

福

祉

・

人

権

教

育

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

７

１

）

人権講演会、講

座の開催と周

知・PR

福祉意識の醸成

を図るための効

果的な意識啓発

や広報活動の推

進
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性
広報紙、ホーム

ページを活用し

た情報提供

（社会福祉課）

　市民の地域福祉事業に対する理解・

参加を得るため、広報・啓発活動の充

実を図る。

　市の保健福祉の内容が分かるガイド

ブックを毎年更新して配布してた。

　転入者へ保健福祉ガイドブックを配

布した。

　保健福祉ガイドブックだけでなく、

広報紙・ホームページも充実させる。

　今後も福祉事業を市民に分かりやす

く伝わるように周知する。ふくしフェスタ

等のイベントで

の周知・PR事

業

（社会福祉課）

　市内における地域福祉活動の一層の

推進を図るため、ふくしフェスタを通

して地域活動主体の周知・PRを図

る。

　１１月のふしもつけ福祉フェスタの

みならず、各課で行うイベント、講演

会、講座等において福祉意識を向上さ

せるための啓発を併せて行った。

　令和2年度は中止。

　更なる福祉意識を向上させるための

啓発活動を実施していく。

ふくしフェスタ

等のイベントで

の周知・PR事

業

（こども福祉

　児童虐待防止活動の一環として、オ

レンジリボンキャンペーン事業を実

施。

　オレンジリボンキャンペーンとし

て、緊急時の連絡先等を記載した啓発

用物品（カイロ、ティッシュ）を作成

し、市役所や児童館等の各施設窓口に

設置・配布することにより、広く市民

　虐待の早期発見・早期支援に結び付

けられるよう、関係機関との連携と、

虐待の相談窓口の更なる啓発が必要で

ある。

民生委員児童委

員強化週間の実

施

（社会福祉課）

　民生委員児童委員の強化週間の際

に、各自で民生委員児童委員の活動に

ついて啓発活動を実施する。また、民

生委員児童委員としての意欲向上のた

め研修会を開催する。

　民生委員児童委員が高齢者や障がい

者への自宅訪問の際に、ＰＲカードや

チラシを配付し、民生委員児童委員の

役割や活動について周知した。また、

民生委員児童委員としての意欲向上の

ため、、毎年度強化週間の期間に開催

される市民児協総会において研修会を

　新任委員にとっては初めての周知活

動であったが、コロナの影響により、

強化週間での積極的な活動ができな

かった。

　強化週間に関わらず、事例を交えた

研修の実施や、地域住民に民生委員児

童委員の制度を周知する支援をしてい

しもつけ福祉塾

の開催

（社会福祉課）

　障がい福祉の普及啓発はもとより、

誰もが助け合い安心して暮らしていけ

る共生社会を目指して、市民と関係機

関が共に学ぶ機会を「しもつけ福祉

塾」として開催する。

　令和元年度から基幹相談支援セン

ターとなった下野市障がい児者相談支

援センターが中心となって企画し、第

１回は「共生型サービス」の内容で開

催した。令和2年度は見送り。

　障がいの理解や関心の高さが地域全

体で不足しており、「障がい」の理解

や関心度を高めるための取り組みが必

要である。

　地域課題や社会情勢に応じた形で継

続的に実施していく。

まちづくりリク

エスト講座

（生涯学習文化

課

（生涯学習情報

センター））

　市民等からの要請に基づき、団体が

主催する集会等に出向き、市担当職員

が講師となり専門知識を生かした学習

会を出前講座として行う。

　市民の学習機会を支援するため、毎

年各課で担当できる講座内容を見直

し、更新している。

（まちづくりリクエスト講座）

平成２９年度：７件　　平成３０年

度：１１件　　令和元年度：１１件

　要請する市民の方、団体が毎年同じ

傾向にある。今後も幅広く市民に活用

していただけるよう本講座の周知に努

める。

　また、市民ニーズに合った講座を企

画するとともに、有効な活用が図られ

よう周知に努める。

リーダーの養

成・研修機会の

拡充

1

まちづくり入門

講座

（生涯学習文化

課

（公民館））

　各公民館で「まちづくり講座」を実

施し、ボランティア等の人材を育成し

ている。

　平成２７年度から各館で年１～２講

座を開催している。

・国分寺公民館

平成29年度：２講座125名

平成30年度：２講座160名

令和元年度：２講座19名

・石橋公民館

平成29年度：１講座36名

平成30年度：２講座114名

令和元年度：１講座26名

・南河内公民館

平成29年度：１講座23名

平成30年度：１講座31名

令和元年度：１講座31名

・南河内東公民館

平成29年度：１講座39名

平成30年度：１講座31名

令和元年度：１講座50名

　実施から５か年が経過したが、受講

希望者は少ない状況である。

　多くの市民に対し、まちづくりに興

味を持ってもらえるよう、関心を持ち

やすい地域課題を取り入れた講座を企

画し、実施につなげていく。

3

2

福祉に関する学

習機会の提供

④

地

域

リ

ー

ダ

ー

の

育

成

（

計

画

書

Ｐ

７

３

）

③

福

祉

・

人

権

教

育

の

推

進

（

計

画

書

Ｐ

７

１

）

福祉意識の醸成

を図るための効

果的な意識啓発

や広報活動の推

進
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施策 取り組むこと
事業

No

事業名

(担当課)
事業内容 現行計画の進捗

次期計画に向けた

課題・方向性

地域福祉を推進

するリーダーの

育成

2

生活支援体制整

備事業

（高齢福祉課）

　団塊の世代が７５歳以上となる２０

２５年を目途に、重度な介護状態と

なっても住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援が包括的に確保される体

制（地域包括ケアシステム）の構築を

推進する。

　令和元年度より社会福祉協議会への

委託。

　第１層協議体は新たに委員選出を行

い、他事業との関わりを深めることや

活発な意見交換が行われるよう努め

た。

　第2層協議体については、生活支援

コーディネーターと地域包括支援セン

ターの担当者で議題や進め方を検討し

ながら協議内容の充実を図った。

平成２９年度：第１層協議体（年２回）

｜第２層協議体（９月から生活圏域ごと

月１回）｜実態把握調査（４地区）

平成３０年度：第１層協議体（年２回）

｜第２層協議体（生活圏域ごと月１回）

｜実態把握調査（５地区）

令和元年度：第１層協議体（年２回）｜

第２層協議体（生活圏域ごと月１回）｜

実態把握調査（６地区）

令和２年度：1層協議体（1回）｜第2層協

議体は月1回開催（4～7月、1～3月の開催

は中止とした）｜実態把握調査（３地

区）

　社会福祉協議会との連携強化を図

り、第１層協議体などの開催を継続す

るほか、第２層生活支援コーディネー

ターが地域へ積極的に介入し、地域活

動の中からその地域での地域資源や人

材把握に努めていく。

　養成講座の開催にとらわれず、生活

支援コーディネーターが、サロンやボ

ランティアを始めたい意向を個別にタ

イムリーに支援・指導することによ

り、活動が円滑に開始できることを目

指す。

ボランティア及

びボランティア

コーディネー

ターの育成強化

1

ボランティア及

びボランティア

コーディネー

ターの育成

（生涯学習文化

課

（生涯学習情報

センター））

　ボランティア入門講座や団体活動支

援講座等を実施し、地域活動に関われ

るボランティアやボランティアコー

ディネーターを育成する。

　ボランティア及びボランティアコー

ディネーターの育成・支援を進めた。

（生涯学習ボランティア自主企画講

座）

平成２９年度：4件　　平成３０年

度：１件　　令和元年度：２件

（生涯学習ボランティアコーディネー

ト）

　活動できるボランティア団体の数を

増やすとともに、コーディネート依頼

者とボランティアのニーズに合った

コーディネートができるよう啓発に努

める。

地域におけるボ

ランティアコー

ディネーターの

社会的役割の認

知に向けた周知

活動の推進

2

ボランティア及

びボランティア

コーディネー

ターの育成

（生涯学習文化

課

（生涯学習情報

センター））

　ボランティア入門講座や団体活動支

援講座等を実施し、地域活動に関われ

るボランティアやボランティアコー

ディネーターを育成する。

　ボランティアバンク登録者の活動機

会の創出と市民への学習機会の提供が

図られた。

　ボランティア団体が講師として活躍

できる場を作り支援するとともに、市

民のニーズに合った学習の機会を提供

する。

市民の生涯にわ

たる学習活動を

総合的支援のた

めボランティア

入門講座や各種

指導者養成講

座、スキルアッ

プ講座などの学

習機会の提供

3

生涯学習情報セ

ンター管理運営

事業

（生涯学習文化

課

（生涯学習情報

センター））

　市民の生涯学習活動を総合的に支援

するため、学習情報及び相談窓口の一

元化をはかるとともに、市民が培った

学習の成果を社会に生かすことによ

り、生きがいや自己実現が図れるよ

う、ボランティア入門講座や各種指導

者養成講座、スキルアップ講座などの

学習機会を提供する。

　複数のボランティア講座を年５～６

回開催してきた。令和２年度は、新型

コロナ感染防止対策のため2講座は中

止となり傾聴ボランティア講座のみの

開催となった。

　講座終了後、ボランティア団体への

参加加入に結び付けられなかった。

　講座の企画内容を再考し、受講生の

団体への参加加入に結び付ける。

④

地

域

リ

ー

ダ

ー

の

育

成

（

計

画

書

Ｐ

７

３

）

⑤

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

育

成

（

計

画

書

Ｐ

７

４

）
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